
むつ市長交際費の支出及び公表に関する要綱

平成２３年 ５ 月１２日

むつ市告示第 ４９ 号

（趣旨）

第１条 この要綱は、市長の交際費（以下「交際費」という。）について、適正な執行と

透明性の確保を図るため、その支出及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

（支出対象）

第２条 交際費の支出対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。

(1) 市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 市政の運営に功績があったもの

(3) 事故、災害等に見舞われたもの

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

（支出区分）

第３条 交際費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 会費 懇親会、祝賀会、情報交換会等の参加等に係る経費

(2) 祝儀 式典、祝賀会等の参加等に係る経費

(3) 弔慰金 葬儀、法要、供養等における香典、供物、供花等に係る経費

(4) 見舞金 事故、災害等の見舞いに係る経費

(5) 激励金 市の公益に資すると認めるものを激励するための経費

(6) 懇談費 市政運営に資する意見交換又は情報収集の懇談に係る経費

(7) 贈答費 来客等への土産、贈答品、記念品等の購入に係る経費

(8) その他 市政運営上、市長が特に支出する必要があると認める経費

（支出基準）

第４条 前条の区分に対する支出金額の基準は、別表のとおりとする。

２ 前項の基準については、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとす

る。

（公表内容）

第５条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出先

(4) 支出内容

(5) 支出金額



(6) 累計額

(7) 累計件数

２ 前項の規定にかかわらず、むつ市情報公開条例（平成１０年むつ市条例第１号。以下

「条例」という。）第７条の規定により、開示しないことができるものについては、個

人名等は公表しないものとする。

（公表の時期）

第６条 交際費の公表は、市長交際費支出簿（別記様式）により、月毎に区分整理し、当

該月分を翌月１５日（その日が休日、日曜日又は土曜日（以下「休日等」という。）に

当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日等でない日）までに行うもの

とする。

（公表の方法）

第７条 交際費の公表は、前条に規定する日までに、市のホームページに掲載する方法に

より行うほか、閲覧の申出があった場合には、政策推進課において市長交際費支出簿を

閲覧に供するものとする。

２ 前項の申出は、条例第６条の規定による開示請求の手続は要しないものとする。

（委任）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この要綱は、告示の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。

附 則（平成２４年５月１６日告示第５８号）

この要綱は、告示の日から施行する。

附 則（平成２８年３月３０日告示第３５号）

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。



別表（第４条関係）

区分 内容及び対象者等 金額

会費 懇親会等の参加に係る経費 指定されている会費の額

祝儀 式典、祝賀会等の参加に係る経費 ５，０００円又は会費相

当額

市に関連が深い個人（特に関連が深い個 ２万円又は指定されてい

人の一親等内親族を含む。）の結婚披露 る会費の額

宴等に要する経費（市長への招待がある

場合に限る。）

弔慰金 香典 職員及び市に関連が深い個人（特に関連 ２万円以内

が深い個人の一親等内親族を含む。）に

係るもの

供物、供花 香典対象者のうち、特に市政に功労があ ２万円以内

ったと認めるものに係るもの

慰霊祭、追悼式等に係るもの 社会通念上、妥当である

と認める額

その他 弔慰に当たり、市長交際費の支出が適当 社会通念上、妥当である

であると認めるもの と認める額

見舞金 市に特に関連が深い個人の見舞いに要す ２万円以内

る経費及び市が管理する施設等で負傷し

た個人の見舞いに要する経費

市が開催した行事又は管理する施設等に 社会通念上、妥当である

おいて、事故、災害等の被害にあい、交 と認める額

際費の支出が適当であると認めるもの

激励金 国際大会等に出場するなど市の公益に資 社会通念上、妥当である

すると認めるもの と認める額

懇談費 市政運営上、有益な交際を目的とする懇 社会通念上、妥当である

談に係る経費 と認める額

贈答品 市に関連が深い来客等への土産、記念品 社会通念上、妥当である

等に係る経費 と認める額

その他 上記に掲げるもののほか、交際費の支出 社会通念上、妥当である

が適当であると認めるもの と認める額



別記様式（第６条関係）

市 長 交 際 費 支 出 簿

（ 年 月分）

支出年月日 支出区分 支出先・支出内容 支出金額

（円）

合計 件

累 計（ 年度）

月分 年度累計

支出区分 件数 支出金額 件数 支出金額

会 費

祝 儀

弔慰金

見舞金

激励金

懇談費

贈答品

その他

合 計


